
	 図表3-3-9	 	 全国版空き家・空き地バンクのイメージ

A市バンク
一覧性がなく、
検索や比較検討
がしづらい

消
費
者

B市バンク

C町バンク

全国の物件を
ワンストップで
検索可能

移住・二地域居住・
理想の田舎暮らし等を実現

地域の活性化へ！

注目

全国の空き家
情報を集約

多様なニーズに応じた物件紹介など、
消費者サービスの向上を推進

全国版
空き家・空き地

バンク

消
費
者
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第4節　 動き方に関する取組み
これまで見たように、「動き方」に関しては、都市、特に東京圏において、公共交通の混雑や道路

渋滞、また、地方において、車依存と高齢化が進み交通手段の確保が課題となっている。このような
中、都市においては、公共交通の混雑緩和や道路渋滞の緩和等、動きの快適化に関する取組みが、ま
た、地方においては、公共交通の維持確保、自動運転技術の開発等、動きの確保に関する取組みが求
められている。また、居住地を問わず、高年層や子育て世代においては、駅や歩道などのバリアフ
リー化の進展がニーズとして存在し、高齢者等に優しい移動の確保が求められている。

	1	 都市における動きの快適化に対応する取組み

（公共交通の混雑、道路渋滞の緩和対策の取組み）
■ICTを活用した運行サービスの向上

東京圏の都市鉄道においては、混雑等による短時間の遅延が慢性的に発生しているほか、異常気象
等による長時間の遅延も発生していることから、乗客への情報提供の拡充が重要となる。

このような中、東京急行電鉄（株）等は、昨今のICTの進展を受け、列車の走行位置情報等のリア
ルタイム表示や車両ごとの混雑状況を発信するためのアプリを開発（図表3-4-1）し、乗客一人一人
にきめ細やかな情報提供をすることによって、運行サービスの向上を目指している。
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■遅延の見える化
東京圏の都市鉄道においては、1956年時点に比べて2015年時点では、総延長が約1,000km延伸

するなど、相当程度充実してきた一方で、未だに混雑の緩和等の課題が存在している。
これを受けて、国土交通省では、東京圏の45路線を対象として、遅延の「見える化」を図るため

の取組みを行っている。この取組みでは、遅延情報を路線ごとに集計し地図化するとともに、遅延を
大規模なものと小規模なものに分け、その発生原因を分析した（図表3-4-2）ほか、各社局の遅延に
対する対策の状況を調査し、それらをまとめて公表している。この取組みを通じて、遅延の主な発生
原因がその規模によって異なっていること等が判明している。

	 図表3-4-2	 	 東京圏における遅延の原因について

【小規模な遅延（10分未満の遅延）】 【大規模な遅延（30分以上の遅延）】

落とし物等4.3%

電気設備故障等2.7%
車両故障等1.7%

係員ミス1.3%

踏切（直前横断等）1.7%
線路立入1.0%

妨害（置石等）3.0%

乗車時間経過
47.2%

ドア再開閉
16.0%

急病人
12.6%

その他
8.6%

災害原因
（約8％）

部外原因
（約68％）

部内原因
（約23％）

部内原因
（約6％）

部外原因
（約94％）

鉄道係員5.8%

車両
7.1%

施設
10.4%

自殺
43.6%

その他
21.8%

（線路立入、
線路妨害、
火災等）

動物2.7%

その他1.8%
地震2.3%

雪害2.0%
風水害2.0%

※「他線からの遅延」との
回答分については、当該
要因以外の遅延要因で案
分して振り分けた。

※対象45路線の平成28年11月の平日
20日間に発生した小規模な遅延396
件の発生原因割合

※対象45路線の平成27年度に発生した大規模な遅延
477件（平日20日間換算では26件）の発生原因割合
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	 図表3-4-1	 	 東急線アプリのイメージ

田園都市線車両別混雑度表示 列車走行位置

資料）東京急行電鉄（株）
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■道路を賢く使う取組み
道路は、我が国の経済や国民生活を支える基礎的な施設であり、その渋滞の緩和・解消は、極めて

重要である。
このような中、国土交通省では、「道路を賢く使う取組み」として、既存ネットワークの交通の流

れの最適化を図るため首都圏・近畿圏における料金制度の見直しを行うことや、ICTを活用した道路
交通に関するビッグデータにより渋滞箇所を特定し、効果的なピンポイント渋滞対策等、道路におけ
る渋滞の緩和・解消を図ろうとしている。

	 図表3-4-3	 	 首都圏・近畿圏の高速道路を賢く使うための料金体系

圏央道などの整備進展
料金水準や車種区分を統一整備の経緯の違い等

料金水準や車種区分等に相違

①料金体系の整理・統一（対象は圏央道の内側）
【料金水準】現行の高速自動車国道の大都市近郊区間の水準に統一
【車種区分】5車種区分に統一

②起終点を基本とした継ぎ目のない料金の実現
　○起終点間の最短距離を基本に料金を決定
　　（圏央道経由の料金＞都心経由の料金の場合）

第
三
京
浜

圏
央
道

横
浜
横
須
賀
道
路

（海老名～
久喜白岡）

激変緩和

首
都
高
速
道
路

中
央
道
均
一
区
間

埼
玉
外
環

京
葉
道
路

千
葉
東
金
道
路

高速自動車国道
（普通区間）

［24.6］注2

円/km 円/km

普通車
全線利用

普通車
全線利用

料金

圏央道経由都心経由

引下げ
5,050円

3,930円

整備重視の料金 利用重視の料金

東京湾
太
平
洋

厚木

桜土浦

都心経由の
料金

圏央道経由の
料金

36.6注1

［29.52］注2

高速自動車国道
（大都市近郊区間）

※1

※2 ※1

厚木→桜土浦

（注）　1　高速自動車国道（大都市近郊区間）は、東名高速の例
2　消費税及びターミナルチャージを除いた場合の料金水準

※1　物流への影響等を考慮し、上限料金を設定するなど
激変緩和措置を実施（ただし、京葉道路は、地域内料金は据え置き）

※2　千葉県内の高速ネットワーク（千葉外環、圏央道（松尾横芝～大栄））の概成後に整理
※あわせて、車種区分を5車種区分に整理統一（首都高速について段階的に実施）
資料）国土交通省

■踏切道対策
踏切道とは、鉄道と道路が交差する場所であり、交通事故が発生しやすいところであるとともに、

開かずの踏切として渋滞の原因ともなりうるものである。
国土交通省では、踏切道改良促進法に基づき、立体交差化、踏切道拡幅等に加え、カラー舗装や踏

切・駅周辺対策等、ソフト・ハード両面からできる対策を総動員し、踏切対策を推進している。こう
した取組みにより、踏切道改良促進法の施行後50年で踏切道数は半減するとともに、遮断機のない
踏切は約1割まで減少するなど、踏切事故の防止及び渋滞の解消等交通の円滑化につながっていると
考えられる。
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	 図表3-4-4	 	 踏切道数の推移

1割

〔踏切の状況〕

昭
和
36
年
度

昭
和
41
年
度

昭
和
46
年
度

昭
和
51
年
度

昭
和
56
年
度

昭
和
61
年
度

平
成
3年
度

平
成
8年
度

平
成
13
年
度

平
成
18
年
度

平
成
23
年
度

平
成
28
年
度

70,000

80,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

S36　踏切改良促進法施行

第3，4種踏切
（遮断機のない踏切）

第1種踏切
（遮断機のある踏切）

遮断機の無い踏切は
踏切道の1割

50年で踏切数は半減
(7万→3.3万箇所）

33,332

71,070

踏切道数
（か所）
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	2	 地方における動きの確保に関する取組み

（自動運転等による移動手段の確保の取組み）
自動運転は、交通事故の削減や高齢者等の移動手段の確保等の課題の解決に大きな効果が期待され

ており、政府全体の目標として、2020年を目途に、高速道路での自動運転や、限定地域での無人自
動運転移動サービスを実現すること等を掲げている。この目標の達成に向けて、国土交通省において
は、2016年12月に「国土交通省自動運転戦略本部」を設置し、自動運転の実現に向けた環境整備、
自動運転技術の開発・普及促進、自動運転の実現に向けた実証実験・社会実装の3つの観点から取組
みを推進している。

■ラストマイル自動運転
最寄駅等と最終目的地を自動運転移動サービスで結ぶ「ラストマイル自動運転」について、経済産

業省と連携し、2017年12月から石川県輪島市において、2018年2月から沖縄県北谷町において、
実証実験を開始している。

2018年度は、さらに福井県永平寺町、茨城県日立市を加えた全国4箇所で実証実験を行うことと
しており、1名の遠隔監視・操作者が複数車両を担当する自動運転技術の検証や社会受容性の実証評
価等を行う予定である。
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■中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス
過疎地域を含む中山間地域では、高齢化が進行

しており、日常生活における人流・物流の確保が
喫緊の課題となっている。一方、「道の駅」につ
いては、全国に設置された1,134箇所のうち、ほ
とんどが中山間地域に設置されており、物販をは
じめ診療所や行政窓口など、生活に必要なサービ
スも集積しつつある。

こうした道の駅など地域の拠点を核として、技
術が進展している自動運転車両を活用することに
より、地域生活を維持し、地方創生を果たしていくための路車連携の移動システムを構築することを
目指して、2017年度、全国13箇所において自動運転サービスの実証実験を実施した。同実証実験
では、道の駅等を拠点として、地域の特色を踏まえたビジネスモデルを検討するため、貨客混載によ
る農作物や加工品等の配送や、自動運転車で集荷した農作物を、高速バスと連携して都内に配送する
などの実験にも取り組んだ。2018年度は、これらの結果を踏まえつつ、ビジネスモデルの構築のた
め、長期間の実験を中心に実施する予定である。

（公共交通の維持・活性化への取組み）
人口減少・少子高齢化の進展に伴い、地方にお

ける公共交通の維持・活性化は極めて重要であ
り、そのためには、効率的で持続可能な地域公共
交通ネットワークの構築が求められている。

このような中、国土交通省では、「地域公共交
通活性化再生法」に基づいて地域公共交通ネット
ワークの再編に対する支援を推進している。具体
的には、運行効率化等のためのバス路線の再編、
デマンド型タクシー等の多様なサービスの導入、
LRT注22・BRT注23の整備や、地域鉄道の「運営」と

注22	次世代型路面電車システム（Light Rail Transit、LRT）の略称。床が低い車両の活用等により乗り降りしやすい等の特
徴を有する。

注23	バス高速輸送システム（Bus Rapid Transit、BRT）の略称。バス専用道を走行すること等により、速達性・定時性の
確保や輸送能力の増大が可能となる。

	 図表3-4-5	 	 ラストマイル自動運転のイメージ

最寄り駅等
最終目的地

（自宅・病院等）
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	 図表3-4-6	 	 中山間地域における道の駅等を拠
点とした自動運転サービス

道の駅
中山間地域

行政窓口

診療所

情報提供施設
自動運転車
制御センターの設置物産館

自動運転
ステーションの整備

スマートフォン等での
呼び出しシステム

資料）国土交通省

	 図表3-4-7	 	 地域公共交通ネットワークの再構
築を図る事業のイメージ

（LRT） （BRT） （ICカード）

①LRT・BRTの整備・運行
②上下分離による地方鉄道の再生
③バス路線網の再編
④これらと一体となったICカードや情報案内システムの
導入等

資料）国土交通省
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「所有」を分離し運営を維持すること（上下分離）等に取り組んでいる。

	3	 高齢者等に優しい移動の確保

（公共空間におけるバリアフリー化の進展）
高齢者、障害者、子育て世代な

ど、全ての人々が安心して生活・
移動できる環境を実現することが
求められており、そのためには、
公共空間のバリアフリー化の進展
が必要不可欠である。

このような中、国土交通省は、
公共交通施設や建築物に対して、
バリアフリー化に関する基準を定
めるとともに、その基準への適合
を促している（図表3-4-8）。また、
市町村が定める駅前広場等の重点
整備地区における取組みに対して、
支援を行っている（図表3-4-9）。

さ ら に、2018 年 2 月 に は、「 高
齢者、障害者等の移動等の円滑化
の促進に関する法律の一部を改正
する法律」を国会に提出した。同
法は、一億総活躍社会の実現や、
2020年東京オリンピック・パラリ
ンピック競技大会の開催を契機と
した共生社会の実現に向けて、①
公共交通事業者等によるハード・
ソフト一体的な取組みの推進、②
バリアフリーのまちづくりに向けた地域における取組み強化等を主な内容とするものである。

	 図表3-4-8	 	 バリアフリー化基準に適合しなければならない公
共交通施設や建築物

移動等円滑化基準の適合については、新設等は義務、既存は努力義務
新設等・既存にかかわらず、基本方針において各施設の整備目標を設定し、
整備推進
公共交通事業者等については、情報提供・職員に対する教育訓練の努力義務

旅客施設及び車両等 道路/路外駐車場 都市公園 建築物

1．公共交通施設や建築物等のバリアフリー化の推進

資料）国土交通省

	 図表3-4-9	 	 駅を中心とした地区等における移動等の円滑化の
イメージ

公園

重点整備地区における移動等の円滑化のイメージ

路外駐車場、都市公園及び
これらに至る経路について
の移動等の円滑化を推進

生活関連施設（旅客施設、
建築物、路外駐車場、公園）

生活関連経路（生活関連施
設間の経路）

駅、駅前のビル等、
複数の管理者が関係
する経路について協
定制度

旅客施設を含まないエリアどり建築物内部までの連続
的な経路を確保

旅客施設から徒歩圏外
のエリアどり

鉄道駅

官公庁
バス車両

駐車場

福祉施設

病院 福祉施設

商業施設

駐車場

官公庁

官公庁

駐車場
福祉施設

商業施設

自由通路

福祉施設
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